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【公開日】平成31年2月14日(2019.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-006
【出願番号】特願2017-247428(P2017-247428)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｆ   1/684    (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｆ    1/684    　　　Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月19日(2019.9.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の物理量を計測する物理量計測装置（１４，２００）であって、
　前記流体が流れる計測流路（３２，２１２）と、
　前記計測流路において前記流体の物理量を検出する物理量検出部（２２，２０２）を有
する検出ユニット（５０，２２０）と、
　前記検出ユニットの少なくとも一部を収容し、前記計測流路を形成するハウジング（２
１，２０１）と、を備え、
　前記ハウジングは、
　所定の取付対象（１２ａ）に取り付けられるハウジング取付部（２５，２７，１２２，
２０５，２０７）と、
　前記ハウジングにおいて前記取付対象の内部に入り込んだ入り込み部分（５０１）と、
前記取付対象の内部からはみ出したはみ出し部分（５０２）とが並んだ方向（Ｙ）におい
て前記ハウジング取付部よりも前記入り込み部分側に設けられ、前記検出ユニットに接触
していることで前記検出ユニットの位置を保持する位置保持部（１２１，２５１，２５５
）と、を有し、
　前記位置保持部は、前記検出ユニットに接触していることで、前記検出ユニットが前記
並んだ方向において前記入り込み部分側に移動しないように前記検出ユニットの位置を保
持する第３保持部（６６，２５１ａ）、を有し、
　前記検出ユニットにおいて前記第３保持部に接触しているユニット接触部（５５，２２
１ａ，２２１ｂ）は、前記並んだ方向（Ｙ）において、前記検出ユニットの先端寄りの位
置に設けられており、
　前記物理量検出部は、前記ユニット接触部よりも前記検出ユニットの先端側に設けられ
ている、物理量計測装置。
【請求項２】
　前記位置保持部は、前記ハウジング取付部に比べて肉厚が薄い、請求項１に記載の物理
量計測装置。
【請求項３】
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　前記並んだ方向（Ｙ）に直交する２つの方向のうち、一方を第１方向（Ｘ）と称し、他
方を第２方向（Ｚ）と称すると、
　前記位置保持部は、
　前記検出ユニットに接触していることで、前記検出ユニットが前記第１方向に移動しな
いように前記検出ユニットの位置を保持する第１保持部（７２ａ，７２ｂ，２５２ａ，２
５２ｂ）と、
　前記検出ユニットに接触していることで、前記検出ユニットが前記第２方向に移動しな
いように前記検出ユニットの位置を保持する第２保持部（７２ｂ，２５２ｃ，２５２ｄ）
と、のうち少なくとも一方を有している、請求項１又は２に記載の物理量計測装置。
【請求項４】
　前記第１保持部は、前記第１方向及び前記第２方向のうち少なくとも前記第１方向にお
いて前記検出ユニットに向けて突出しており、
　前記第２保持部は、前記第１方向及び前記第２方向のうち少なくとも前記第２方向にお
いて前記検出ユニットに向けて突出している、請求項３に記載の物理量計測装置。
【請求項５】
　前記検出ユニットは、
　前記並んだ方向（Ｙ）に延びる板面（１２５）を有しており、
　前記位置保持部は、前記並んだ方向に筒状に延びていることで前記ハウジングの内周面
を形成するハウジング壁部（１２１）であり、
　前記並んだ方向に直交し且つ前記板面が延びる方向（Ｚ）において、前記位置保持部と
前記物理量検出部との離間距離（Ｌ５）は、前記ハウジング壁部の厚み寸法（Ｄ２３）よ
り大きい、請求項１～４のいずれか１つに記載の物理量計測装置。
【請求項６】
　前記ハウジングは、
　前記ハウジング取付部と前記位置保持部とを接続するハウジング接続部（６６ａ，２３
１，２３２，２３４）を有している、請求項１～５のいずれか１つに記載の物理量計測装
置。
【請求項７】
　前記ハウジング接続部は、
　前記並んだ方向（Ｙ）に直交する方向（Ｘ，Ｚ）において前記位置保持部から延びた直
交延出部（６６ｂ）を有しており、
　前記並んだ方向において、前記直交延出部と前記物理量検出部との離間距離（Ｌ３）は
、前記直交延出部の厚み寸法（Ｄ２２）より大きい、請求項６に記載の物理量計測装置。
【請求項８】
　前記ハウジング取付部は、
　前記取付対象に密着するシール部材（２６，２０６）を保持するシール保持部（２５，
２０５）を有している、請求項１～７のいずれか１つに記載の物理量計測装置。
【請求項９】
　前記ハウジングは、
　前記並んだ方向において前記位置保持部よりも前記はみ出し部分側に設けられたハウジ
ング開口部（６１）と、
　前記並んだ方向において前記ハウジング開口部から前記入り込み部分側に向けて延び、
前記検出ユニットの少なくとも一部を収容する収容空間（２４ａ）と、を有している、請
求項１～８のいずれか１つに記載の物理量計測装置。
【請求項１０】
　流体の物理量を計測する物理量計測装置（１４，２００）の製造方法であって、
　開口部であるハウジング開口部（６１，２４１）から延び且つ検出ユニット（５０，２
２０）の少なくとも一部を収容する収容空間（２４ａ，２０４ａ）と、前記流体が流れる
計測流路（３２，２１２）と、所定の取付対象（１２ａ）に取り付けられるハウジング取
付部（２５，２７，１２２，２０５，２０７）と、前記ハウジング取付部とは異なる位置
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に設けられた位置保持部（１２１，２５１，２５５）と、を有するハウジング（２１，２
０１）を成型し、
　前記計測流路において前記流体の物理量を検出する物理量検出部（２２，２０２）を有
する前記検出ユニットを、前記位置保持部に接触していることで前記検出ユニットの位置
が保持されるように、前記ハウジング開口部から前記収容空間に挿入し、
　前記位置保持部のうち前記挿入によって前記検出ユニットに接触する部分であって、前
記検出ユニットが前記挿入の奥側に移動しないように接触する部分を第３保持部（６６，
２５１ａ）とし、
　前記検出ユニットのうち前記挿入によって前記第３保持部に接触する部分をユニット接
触部（５５，２２１ａ，２２１ｂ）とし、
　前記挿入の方向において、前記ユニット接触部が前記検出ユニットの先端寄りに位置し
、かつ、前記物理量検出部が前記ユニット接触部よりも前記検出ユニットの先端側に位置
するように前記検出ユニットを製造しておく、物理量計測装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するため、開示された第１の態様は、
　流体の物理量を計測する物理量計測装置（１４，２００）であって、
　流体が流れる計測流路（３２，２１２）と、
　計測流路において流体の物理量を検出する物理量検出部（２２，２０２）を有する検出
ユニット（５０，２２０）と、
　検出ユニットの少なくとも一部を収容し、計測流路を形成するハウジング（２１，２０
１）と、を備え、
　ハウジングは、
　所定の取付対象（１２ａ）に取り付けられるハウジング取付部（２５，２７，１２２，
２０５，２０７）と、
　ハウジングにおいて取付対象の内部に入り込んだ入り込み部分（５０１）と、取付対象
の内部からはみ出したはみ出し部分（５０２）とが並んだ方向（Ｙ）においてハウジング
取付部よりも入り込み部分側に設けられ、検出ユニットに接触していることで検出ユニッ
トの位置を保持する位置保持部（１２１，２５１，２５５）と、を有し、
　位置保持部は、検出ユニットに接触していることで、検出ユニットが並んだ方向におい
て入り込み部分側に移動しないように検出ユニットの位置を保持する第３保持部（６６，
２５１ａ）、を有し、
　検出ユニットにおいて第３保持部に接触しているユニット接触部（５５，２２１ａ，２
２１ｂ）は、並んだ方向（Ｙ）において、検出ユニットの先端寄りの位置に設けられてお
り、
　物理量検出部は、ユニット接触部よりも検出ユニットの先端側に設けられている、物理
量計測装置である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　これに対して、第１の態様によれば、位置保持部がハウジング取付部よりもハウジング
の先端側に設けられているため、物理量計測装置を支持するための強度を位置保持部に付
与する必要がない。このため、位置保持部の全体的な肉厚をハウジング取付部の肉厚に比
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べて薄くすることができる。このため、ハウジング取付部を肉厚にすることで、物理量計
測装置を支持するための強度をハウジング取付部に付与できる。その一方で、位置保持部
の薄肉化を図ることで、溶融樹脂の硬化に伴う意図しない変形が生じにくくなり、位置保
持部の形状が製品ごとにばらつきにくくなる。この場合、物理量検出部の位置がばらつき
にくくなるため、物理量検出部の検出精度が製品ごとにばらつくということを抑制できる
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　第２の態様は、
　流体の物理量を計測する物理量計測装置（１４，２００）の製造方法であって、
　開口部であるハウジング開口部（６１，２４１）から延び且つ検出ユニット（５０，２
２０）の少なくとも一部を収容する収容空間（２４ａ，２０４ａ）と、流体が流れる計測
流路（３２，２１２）と、所定の取付対象（１２ａ）に取り付けられるハウジング取付部
（２５，２７，１２２，２０５，２０７）と、ハウジング取付部とは異なる位置に設けら
れた位置保持部（１２１，２５１，２５５）と、を有するハウジング（２１，２０１）を
成型し、
　計測流路において流体の物理量を検出する物理量検出部（２２，２０２）を有する検出
ユニットを、位置保持部に接触していることで検出ユニットの位置が保持されるように、
ハウジング開口部から収容空間に挿入し、
　位置保持部のうち挿入によって検出ユニットに接触する部分であって、検出ユニットが
挿入の奥側に移動しないように接触する部分を第３保持部（６６，２５１ａ）とし、
　検出ユニットのうち挿入によって第３保持部に接触する部分をユニット接触部（５５，
２２１ａ，２２１ｂ）とし、
　挿入の方向において、ユニット接触部が検出ユニットの先端寄りに位置し、かつ、物理
量検出部がユニット接触部よりも検出ユニットの先端側に位置するように検出ユニットを
製造しておく、物理量計測装置の製造方法である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　第２の態様によれば、ハウジングにおいて位置保持部がハウジング取付部とは異なる位
置に設けられているため、物理量計測装置を支持するための強度を位置保持部に付与する
必要がない。このため、上記第１の態様と同様に、物理量検出部の検出精度が製品ごとに
ばらつくということを抑制できる。
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